
豊田市コミュニティ助成事業補助金交付要綱 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、豊田市補助金等交付規則（昭和４５年規則第３４号）に定

めるもののほか、コミュニティ助成事業に対する補助金の交付に関し、必要な

事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において「コミュニティ助成事業」とは、一般財団法人自治総

合センター（以下「センター」という。）が定めるコミュニティ助成事業実施要

綱（以下「実施要綱」という。）第２の１に規定する事業をいう。 

（補助金の交付目的） 

第３条 この補助金は、市内のコミュニティ組織が実施するコミュニティ助成事

業に要する費用の一部を補助することにより、コミュニティ活動の推進を図り、

もってふれあい豊かで住みよい社会を築くことを目的とする。 

 （補助事業者） 

第４条 補助金の交付対象者（以下「補助事業者」という。）は、実施要綱第４の

１に規定するコミュニティ組織、協議会、実行委員会等とする。 

 （補助事業） 

第５条 補助金の交付対象となる事業（以下「補助事業」という。）は、次に掲げ

る事業とする。 

（１）実施要綱第２の１の（１）に定める一般コミュニティ助成事業（設備等の

整備に関する事業）で、センターが認定した事業 

（２）実施要綱第２の１の（２）に定めるコミュニティセンター助成事業（集会

施設の建設、備品の整備等に関する事業）で、センターが認定した事業 

（３）実施要綱第２の１の（４）に定める青少年健全育成助成事業（イベント等

の主として親子で参加するソフト事業）で、センターが認定した事業 

（４）実施要綱第２の１の（５）に定める共生の地域づくり助成事業（全ての住

民にやさしいまちづくりを進めるための先導的な事業）で、センターが認定

した事業 

（５）実施要綱第２の１の（８）に定める活力ある地域づくり助成事業（地域資

源活用助成事業、広域連携推進助成事業及び活力ある商店街づくり助成事

業）で、センターが認定した事業。ただし、同一年度内において同一の補助

事業者が同一の事業内容で市の他の補助金の交付を受けるものを除く。 

（補助対象経費） 

第６条 補助金の交付対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、実施

要綱第６に定める経費とする。 

 （補助金額） 

第７条 補助金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とす

る。 



（１）前条第１号の事業 １００万円から２５０万円までの範囲でセンターが決

定した額 

（２）前条第２号の事業 補助対象経費の５分の３以内で、１，５００万円を上

限としてセンターが決定した額 

（３）前条第３号の事業 ３０万円から１００万円までの範囲でセンターが決定

した額 

（４）前条第４号の事業 施設等の整備に関する事業にあっては１，０００万円

を、ソフト事業のみの場合にあっては５００万円を上限としてセンターが決

定した額 

（５）前条第５号の事業のうち地域資源活用助成事業及び広域連携推進助成事業 

２００万円を上限としてセンターが決定した額 

（６）前条第５号の事業のうち活力ある商店街づくり助成事業 １，０００万円

を上限としてセンターが決定した額 

（交付の申請） 

第８条 補助金の交付の申請をしようとする補助事業者は、コミュニティ助成事

業補助金交付申請書（様式第１号。以下「交付申請書」という。）に次に掲げる

書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

（１）補助事業の事業計画書及び収支予算書 

（２）補助対象経費に係る見積書 

（３）その他市長が必要と認める書類 

 （交付の決定） 

第９条 市長は、前条の規定により補助金の交付の申請があったときは、その内

容を審査し、補助金の交付を適当と認めたときは、予算の範囲内において交付

の決定をするものとする。 

２ 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、コミュニティ助

成事業補助金交付決定通知書（様式第２号）により、補助事業者に通知しなけ

ればならない。 

３ 前項の通知は、交付申請書が提出された日から起算して３０日以内に行わな

ければならない。 

 （実績報告） 

第１０条 補助事業者は、補助事業が完了（廃止及び中止を含む。以下「完了

等」という。）したときは、完了等の日から起算して３０日を経過した日又は翌

年度の４月１０日のいずれか早い期日までに、コミュニティ助成事業実績報告

書（様式第３号。以下「実績報告書」という。）により、市長に報告しなければ

ならない。 

２ 前項の場合において、報告の内容が補助事業の完了であるときは、実績報告

書に次に掲げる書類を添付しなければならない。 

（１）支払に関する書類で、次に掲げるもの 

ア 収支決算書 

イ 領収書の写し（支払前の場合は請求書の写し） 



ウ 購入備品一覧表 

エ 申請内容に変更があったときは、変更内容の分かる書類 

（２）管理運営規程 

（３）完了写真（原則としてカラーのもの） 

（４）その他実施要綱で添付が必要とされる書類及び市長が必要と認める書類 

（額の確定） 

第１１条 市長は、実績報告書が提出されたときは、その内容を審査し、適当と

認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、コミュニティ助成事業補助金

確定通知書（様式第４号）により補助事業者に通知した後に、当該額を交付す

るものとする。 

（概算払） 

第１２条 前条の規定にかかわらず、補助事業者が補助金の概算払を受けようと

するときは、コミュニティ助成事業補助金概算払申請書（様式第５号。以下

「概算払申請書」という。）に市の指定の請求書を添えて、市長に提出しなけれ

ばならない。 

２ 市長は、概算払申請書が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認め

たときは、補助金の全部又は一部を概算払により交付するものとする。 

（補助金の返還） 

第１３条 市長は、補助金が第５条各号に掲げる事業に適切に使用されていない

と認めるときは、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができ

る。 

（委任） 

第１４条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

  附 則 

 この要綱は、平成２９年４月１日から実施する。 

沿革  昭和５９年４月１日施行 



様式第１号（第８条関係） 

  年   月   日 

豊田市長 様 

（取扱い／     ） 

（申請者）所 在 地

名 称

代表者氏名  印 

    年度 コミュニティ助成事業補助金交付申請書 

年度においてコミュニティ助成事業を実施したいので、豊田市コミュ

ニティ助成事業補助金交付要綱第８条の規定により、次のとおり申請します。 

申 請 す る 事 業 

□ 一般コミュニティ助成事業 

□ コミュニティセンター助成事業 

□ 青少年健全育成助成事業 

□ 共生の地域づくり助成事業 

□ 活力ある地域づくり助成事業 

補助金交付申請額 金             円 

事 業 の 目 的 

事 業 の 内 容 

記入上の注意 □のところは、該当するものにレ印を付してください。 

添付書類 

１ 補助事業の事業計画書及び収支予算書 

２ 補助対象経費に係る見積書 

３ その他市長が必要と認める書類 



様式第２号（第９条関係） 

豊  発 第   号 

名 称 

代表者氏名          様 

    年度 コミュニティ助成事業補助金交付決定通知書 

年  月  日付けで申請のありました    年度 コミュニティ

助成事業補助金につきましては、豊田市コミュニティ助成事業補助金交付要綱第

９条第１項の規定により次のとおり交付することに決定しましたので、同条第２

項の規定により通知します。 

年  月  日 

豊田市長         印 

補 助 事 業 名  

補 助 金 の 額 金          円 

注意１ 補助金の概算払を受けようとするときは、市の指定の請求書を添えてコ

ミュニティ助成事業補助金概算払申請書を提出してください。 

２ 補助金の使途が不適当であると認めるときは、補助金の全部又は一部を

返還していただくことがあります。 



様式第３号（第１０条関係） 

  年   月   日 

豊田市長 様 

（取扱い／     ） 

（報告者）所 在 地

名 称

代表者氏名  印 

    年度 コミュニティ助成事業実績報告書 

年  月  日付け豊  発第   号で交付決定を受けましたコミ

ュニティ助成事業を □完了（□廃止 □中止）しましたので、豊田市コミュニテ

ィ助成事業補助金交付要綱第１０条第１項の規定により、次のとおり報告します。 

補 助 事 業 名 

□ 一般コミュニティ助成事業 

□ コミュニティセンター助成事業 

□ 青少年健全育成助成事業 

□ 共生の地域づくり助成事業 

□ 活力ある地域づくり助成事業 

事 業 の 実 績 

及 び 効 果 

（廃止又は中止の 

場合はその理由） 

記入上の注意 □のところは、該当するものにレ印を付してください。 

添付書類（報告の内容が補助事業の完了の場合のみ） 

１ 支払に関する書類で、次に掲げるもの 

（１）収支決算書 

（２）領収書の写し（未払いの場合は請求書の写し） 

（３）購入備品一覧表 

（４）申請内容に変更があったときは、変更内容の分かる書類 

２ 管理運営規程 

３ 完了写真（原則としてカラーのもの） 

４ その他一般財団法人自治総合センターが定めるコミュニティ助成事業実施

要綱で添付が必要とされる書類及び市長が必要と認める書類 



様式第４号（第１１条関係） 

豊  発 第   号 

名 称 

代表者氏名          様 

    年度 コミュニティ助成事業補助金確定通知書 

年  月  日付けで実績報告のありました    年度 コミュニ

ティ助成事業に係る補助金につきまして、豊田市コミュニティ助成事業補助金交

付要綱第１１条の規定により次のとおり額を確定しましたので、通知します。 

年  月  日 

豊田市長          印 

補 助 事 業 名  

補 助 金 の 額 金          円 



様式第５号（第１２条関係） 

（表） 

  年   月   日 

豊田市長 様 

（取扱い／     ） 

（申請者）所 在 地

名 称

代表者氏名  印 

    年度 コミュニティ助成事業補助金概算払申請書 

年  月  日付け豊  発第   号で交付決定を受けましたコミ

ュニティ助成事業補助金につきまして、次のとおり概算払を受けたいので、豊田

市コミュニティ助成事業補助金交付要綱第１２条第１項の規定により、請求書を

添えて申請します。 

補助金交付決定額 金          円 

既 概 算 払 額 金          円 

今回概算払申請額 金          円 

補 助 金 の 残 額 金          円 

事業完了予定日       年   月   日 

概 算 払 を 

必要とする理由 

（裏面に続く） 



（裏） 

概算払申請額の内訳 

補 助 対 象 経 費 数量 単 価（円） 金  額 （円）

合    計  

記入上の注意 今回の概算払申請額が補助金交付決定額と同額の場合、上の概

算払申請額の内訳の欄は記入不要です。 


